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特定非営利活動法人（ NPO 法人）  

はりま総合
そうごう

福祉
ふ く し

評価
ひょうか

センター
せ ん た ー

 

評価受審のご案内  

 

より良いサービスの提供のために第三者評価をご活用ください。  

 

      

 

【法人の使命と理念】  

「「「介介介護護護・・・福福福祉祉祉サササーーービビビスススののの質質質ををを育育育てててるるる参参参画画画ととと協協協働働働」」」    

市民、介護・福祉サービス事業者、行政の協働によって、介護・福祉サービスを提供する

事業所及び施設を評価し、サービス利用者及びその家族等に対して情報を提供すると共

に、福祉サービスの研究調査等を行い、もって、地域包括ケアシステムの構築に向けて地

域の福祉の質の向上を図ることを使命とします。  

 

 実施評価事業  

「兵庫県福祉サービス第三者評価事業」   評価機関認証番号  HF17-1-0003 

   兵庫県福祉サービス第三者評価推進委員会が定める仕組みに従い、障害者、高齢者、

児童の施設の評価を行います。  

 

「社会的養護関係施設第三者評価事業」   評価機関認証番号  2410-013-03 

   全国社会福祉協議会福祉サービス第三者評価推進委員会が定める仕組みに従い、社

会的養護関係施設の評価を行います。  

 

「兵庫県地域密着型サービス第三者評価事業」評価機関認証番号  HC17-0003  

   兵庫県福祉サービス第三者評価推進委員会が定める仕組みに従い、地域密着型サービ

ス事業所「グループホーム」の評価を行います。  

 

「第三者評価活用セミナー」    <従業者研修事業> 

事業所の要請により評価調査者が事業所に伺い、第三者評価の意義と基準のとらえ方

又は評価結果を踏まえたサービスの課題など第三者評価を活用するため研修を行います。  
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Q１  

 

A１  

「第三者評価」とは何ですか？ 

 

 福祉サービスの「第三者評価 」は、福祉サービス第三者評価に関する指針において「社会福祉

法人等の提供するサービスの質を事業者及び利用者以外の公正 ・中立な第 三者機関が専門的

かつ客観的な立場から行った評価 」であるとされています。これを踏まえ当 センターでは、事業者や

施設の状況及び特色について、これを第三者的立場から客観的にかつ共通の視点で評価し、利

用者等へ情報提供を行うこと、評価の繰り返しを通じて各事業者や施設のサービスの質の向上を

図ることと位置づけています。  

Q2 

 

A2  

第三者評価では、何を評価するのですか？  

 

 福祉サービスの第三者評価事業では、主に、サービス提供体制の整備状況と取り組みにつ

いて客観的な立場からの評価が行われます。当センターでは、それらを具体的に以下のように

区分し評価しています。  

Ⅰ  福祉サービスの基本方針と組織  Ⅲ  適切な福祉サービスの実施  

 Ⅰ-１  理念 ・基本方針   Ⅲ-１  利用者本位の福祉サービス  

 Ⅰ-２  計画の策定    Ⅲ-２  サービスの質の確保  

 Ⅰ-３  管理者の責任とリーダーシップ   Ⅲ-３  サービスの開始 ・継続  

Ⅱ  組織の運営管理   Ⅲ-４  サービス実施計画の策定  

 Ⅱ-１  経営状況の把握  A 実施する福祉サービスの内容  

 Ⅱ-２  人材の確保 ・養成   A-１  利用者の尊重  

 Ⅱ-３  安全管理   A-２  日常生活支援  

Ⅱ-４  地域との交流と連携   A-３  社会生活支援  

   A-４  障害特性支援  
 

第三者評価では事業所で提供されている「福祉サービスの質の向上 」を目的として評価が行われ

ます。ですから、その法人や施設の経営 （財務 ）状況についての評価は行われません。  

Q3 

 

A3  

「第三者評価」と行政監査はどのようにちがうのですか？  

 

 第三者評価は、社会福祉施設及び福祉サービス事業等の最低基準や指定基準の遵守のチェ

ックを行う行政監査とは異なります。最低守られるべき基準を満たしているかどうかのチェックではな

く、事業者の提供するサ−ビスの質の向上を目的として、現状の福祉サービスをよりよいサ−ビス水

準へと誘導を促すものです。  
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§ 福祉サービス第三者評価の意義と活用  

＜評価の意義＞  

福祉サービス第三者評価は、福祉施設・事業所の福祉サービスの質について、

公正・中立な第三者評価機関が、専門的・客観的な立場のもとに評価を行う仕

組みとして、福祉施設・事業所における福祉サービスの質の向上をはかること

を目的としています。また、評価結果を公表することにより、利用者・家族へ

の説明や情報提供に資するものです。  

具体的には、福祉施設・事業所が事業運営における具体的な改善点を把握し、

福祉サービスの質の向上に結びつけるとともに、福祉施設・事業所の福祉サー

ビスの質に関わる取り組みや成果等を明らかにし、利用者の適切な福祉サービ

スの選択に資するための情報とします。  

 

＜第三者評価の特徴＞  

＊  誘導基準による評価  ・・・  「より良いサービス」の水準を目指し、法令による最

低基準を満たしたうえでの福祉サービスの質の評価を

おこないます。  

＊  仕組みによる評価  ・・・・  サービスの良し悪しではなく、サービスを提供する仕組

み（PDCA）を主に評価します。  

＊  気づきによる評価  ・・・・・・  自己評価によって自らサービスを点検し、第三者に

説明することで、サービスの現状と課題を明確していく

評価を行います。  

＊  改善するための評価  ・・・  評価の結果が出て、終わりでなく、評価の結果を活

用してサービス改善のサイクルを作ります。  

  

第三者評価は施設のアセスメント  

 

＜評価対象サービスと評価基準＞  

・ 当センターで行う本事業の対象となる福祉サービスは、以下の通りです。  

 障害分野   

入所支援：  障害者支援施設、障害児入所施設  

訪問支援：  居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括

支援  等  

通所支援：  療養介護、生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、障害児通所

支援、多機能型事業所、地域活動支援センター  等  

共同生活支援：  共同生活援助、福祉ホーム  

就労支援：  就労移行支援、就労継続支援（A 型・B 型）等  

 児童分野  

保育所（保育所型認定こども園を含む）、幼保連携型認定こども園、児童館  

高齢分野  

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、

訪問介護、通所介護  

その他  

救護施設、社会福祉事業授産施設、婦人保護施設  
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社会的養護関係施設  

児童養護施設、児童自立支援施設、乳児院、母子生活支援施設、児童心理治療

施設  

 

・  本事業で使用する評価調査票（第三者評価基準並びに利用者調査項目）は、兵庫

県福祉サービス第三者評価推進委員会（以下「委員会」という。）が定めた共通評価

項目を踏まえ、分野及び施設形態ごとに当法人が作成した以下の調査票を使用しま

す。  

  

＜評価にかかる料金＞  

評価にかかる料金は、以下に基づいて計算された額を基本とし、事業所ごとの案

件を考慮して定めます。  

●評価料金  ＝  A 基本料金  ＋  B 併設追加料金＋  C 実費加算（交通費、消費税）  

A 基本料金  

 ① 入所施設    ２００，０００円（定員１００名まで）  

 ② 通所施設    １５０，０００円（定員５０名まで）  

 ③ 訪問介護等   １００，０００円（利用契約１００名）  

④ 社会的養護関係施設    ２５０，０００円  

B 併設追加料金  

 ① 併設施設（事業）の同時調査：１事業につき１００，０００円  加算  

 ② 大規模加算：基本料金の定員を１０名超えるごとに１０，０００円加算  

C 実費加算  

① 評価に必要な交通費及び消費税の実費相当を加算  

 

第三者評価活用セミナーの料金  

＜事前セミナー＞    20,000 円（別途消費税）  

  ＊評価の意義  ＊評価基準の解釈  など  2 時間の説明・講習  

 

＜事後セミナー＞    30,000 円（別途消費税）  

 ＊評価結果の分析＊評価から見えた課題＊質の向上サイクルの提案など２

時間の説明講習  

 

＜評価受審の申込み＞  

評価のお申込みは随時受け付けております。  

評価受審申込書 (ホームページからダウンロードが可能です )をご記入の上、事務局まで郵送か

FAX にてお送りください。  

担当者がご連絡のうえ、ご説明にお伺い致します。  

受審のお申込みをいただいてから、評価実施（訪問調査）まで、最低でも 60 日を要します

ので、ご希望の期間より 2 ヶ月前にはお申込み下さい。  

 

＜事務局・お問い合わせ先＞  

   〒670-0955 兵庫県姫路市安田三丁目 1 番地  姫路市総合福祉会館 3 階  

           電話：  079-287-3000  FAX：079-287-3200 

           e メール  ： har ima-hyouka@h-294.com 

事務局長  河原正明   事業担当  西本直樹   事務員  吉田  恵  


